
　この規約（以下「本規約」といいます。）は、一般財団法人九州電気保安協会（以下「当協会」といいます。）が提供するＥＣＯねっとシステム（以下「本システム」といいます。）

の利用に関する条件を定めるものです。

（定義） ３　デマンドＷｅｂサービスの利用に必要なパソコン等の端末や通信環境等は、契約者が

第１条　本規約において使用する用語は、次の各号の定めるところによります。 　自己の責任と負担で用意しなければなりません。

　①　「本システム」とは、デマンド監視装置、警報装置（ＥＣＯモニター）、当協会の ４　当協会は、保守作業その他必要な場合、デマンドＷｅｂサービスの提供を一時中断す

　　Ｗｅｂサーバー等を接続することにより、対象事業場の電気使用量等の情報を収集し、　ることがあります。この場合、当協会は、やむを得ない事由がある場合を除き、事前に

　　当該データの確認や電気の使い過ぎを知らせる警報の発出などを可能とするシステム 　ホームページに掲載又は契約者に通知します。

　　の総体 ５　当協会は、前項のほか、必要があると判断した場合、デマンドＷｅｂサービスの提供

　②　「デマンドＷｅｂサービス」とは、当協会のＷｅｂサイト上において対象事業場の 　を停止又は廃止することがあります。この場合、当協会は、やむを得ない事由がある場

　　電気使用量等の情報を確認することができる当協会のサービス 　合を除き、１か月前までにホームページに掲載又は契約者に通知します。

　③　「契約者」とは、当協会と本システムの利用に関する契約等（以下「本契約」とい ６　当協会は、契約者に対して、ユーザーＩＤ及びパスワードを発行します。契約者は、

　　います。）を締結した者 　これらを漏洩しないように適切に管理しなければなりません。

　④　「利用者」とは、契約者から許諾を受けて本システム又はデマンドＷｅｂサービス ７　デマンドＷｅｂサービスは、過去５年を超える電力使用量等のデータを閲覧すること

　　を利用する者 　はできません。

　⑤　「九州電気保安協会設置機器」とは、デマンド監視装置及び警報装置（ＥＣＯモニ ８　デマンドＷｅｂサービスは、本システムの契約者に対して無償で提供するサービスで

　　ター）等当協会が対象事業場に設置する機器（以下「当協会設置機器」といいます。）　あり、当協会は、データの完全性、正確性、信頼性を保証するものではなく、また、中

　⑥　「契約者等設置機器」とは、当協会設置機器に接続する電気使用量の自動制御装置 　断、停止、廃止、不具合その他デマンドＷｅｂサービスの提供に関して契約者に生じた

　　及びその他の本システムの利用に関して、契約者及びその他の当協会以外者が設置す 　損害については、故意又は重過失による場合を除き、責任を負いません。

　　る機器

（譲渡禁止）

（本契約の成立） 第８条　契約者は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務を第三者に譲渡

第２条　本契約は、当協会と契約者が契約を締結した時に成立します。 　させてはなりません。

（本規約） （損害賠償）

第３条　契約者は、本規約の定めに従って本システム及びデマンドＷｅｂサービスを利用 第９条　本契約に関して当協会の過失（重過失は除きます。）により契約者が被った損害

　するものとします。また、利用者は本規約の定めに基づき契約者が負う全ての義務を負 　については、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何を問わず、通常損害に限り、

　うものとします。 　損害発生時までの過去１年間に実際に支払って頂いた利用料を上限として損害を賠償し

２　本規約と本契約の契約書等（以下「契約書等」といいます。）が抵触する事項につい 　ます。なお、次の各号に該当する損害について、当協会は一切損害の賠償をしません。

　ては、契約書等の記載が優先的に適用されます。 　①　契約者が当協会の指示、助言等に従わなかったことにより生じた損害

３　当協会は、必要と判断した場合、本規約をいつでも変更できるものとします。 　②　契約者が電力使用量の抑制等を行ったことにより生じた損害

４　当協会は、本規約を変更する場合、変更内容及び効力発生時期を当協会のホームペー 　③　契約者が本契約に違反したことにより生じた損害

　ジのトップページ若しくはデマンドＷｅｂサービスのポータル画面に掲載（以下この方 　④　電気通信事業者の原因による警報メールの遅延等の不具合により生じた障害。

　法による掲載を「ホームページに掲載」といいます。）又は契約者に通知します。なお、２　契約者は、本システム及びデマンドＷｅｂサービスに関して、契約者又は利用者が当

　当協会は、当該変更が契約者に重大な不利益が生じる可能性があると判断したものにつ 　協会に与えた損害について、全ての責任を負います。

　いては１か月前までに予告します。

（データの保存・利用）

（利用料） 第10条　当協会は、対象事業場の過去５年の電力使用量等のデータを保存します。

第４条　契約者は、当協会に対し、本システムの利用料（以下「利用料」といいます。） ２　当協会は、当協会の提供するサービス（本システム、デマンドＷｅｂサービスに限り

　を支払うものとします。 　ません。）の向上、開発等のため電力使用量等のデータを利用します。契約者は、予め

２　利用料の金額及び支払方法は、契約書等に記載されたとおりとします。 　当該利用を承諾したものとします。なお、電力使用量等のデータを第三者に開示する場

３　契約者は、利用料の支払いを遅滞した場合、当協会に対し、支払期限の翌日から支払 　合、当協会が適切と判断する方法により対象事業場の匿名化処理の後、開示いたします。

　済みまで年１４．６％の遅延損害金を支払うものとします。

（個人情報）

（九州電気保安協会設置機器） 第11条　当協会は、本契約に関して個人情報を取得した場合、当協会のプライバシーポリ

第５条　当協会設置機器は全て当協会の資産であり、本契約によって当協会設置機器の所 　シーに従って適切に取り扱います。

　有権は契約者に移転しません。

２　契約者は、当協会設置機器の設置場所及び設置や補修等の工事に必要な場所並びに当 （解除）

　協会設置機器の稼動に必要な電気を無償で提供するものとします。 第12条　当協会は、次の場合、本契約を解除することができるものとします。

３　デマンド監視装置の本体設置工事及び設定作業は当協会が無償で行いますが、その他 　①　契約者又は利用者が本契約又は本規約に違反した場合

　の工事等の費用は契約者の負担とします。ただし、本体設置工事のうち特殊な工事は有 　②　契約者又は利用者が反社会的勢力である又は反社会的勢力と不適切な関係があると

　償とします。 　　当協会が判断した場合

４　契約者は、当協会設置機器を損傷等させないように善良な管理者の注意をもって適切 　③　契約者について、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の申立て等が

　に取り扱わなければならず、また、当協会の事前の承諾なく、移動、撤去等をしてはな 　　あった場合

　りません。 　④　契約者が監督官庁から営業の取消し、停止等の処分を受けた場合

５　契約者は、当協会設置機器に異常等を発見した場合、直ちに当協会に連絡しなければ 　⑤　契約者について、財産上の信用に関わる差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立て、

　ならず、また、この場合、当協会の指示に従って対応して頂きます。なお、契約者が当 　　租税滞納処分等があった場合

　協会の指示によらずに補修等を行った場合、当協会は、補修費等は支払いません。 　⑥　契約者に関する手形・小切手が不渡りとなった場合

６　契約者は、当協会の事前の書面による承諾なく、当協会設置機器に契約者等設置機器 　⑦　その他、前各号に準じる事由があった場合

　を接続してはならず、また、第三者が接続をしないように当協会設置機器を維持管理し

　なければなりません。 （契約期間）

第13条　契約書に定めた契約期間終了日の１か月前までに当協会又は契約者から相手方に

（契約者等設置機器） 　対し書面による申し出がない場合、本契約は更に契約期間と同一期間効力を継続するも

第６条　契約者等設置機器は全て当協会の資産ではなく、当協会は、設置、維持管理、補 　のとし、以後も同様とします。

　修、撤去等を一切実施せず、また、これらに要する費用を一切負担しません。ただし、 ２　契約者は、契約の解除を１か月前までに当協会へ書面により通知することにより、契

　当協会と契約者が、別途工事に関する契約を締結した場合は、この限りではありません。　約期間内であっても、本契約を解除することができます。

２　契約者等設置機器が当協会設置機器と接続された場合、当協会は、当協会設置機器本

　体に起因して生じたことが明確な事象に限り責任を負い、契約者等設置機器や当協設置 （専属的合意管轄裁判所）

　機器に接続された配線等に起因して生じた事象等ついては一切責任を負いません。 第14条　本契約に関する紛争については、本契約における対象事業場の所在地又は当協会

　の主たる事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

（デマンドＷｅｂサービス）

第７条　契約者は、本契約の契約期間中に限り、デマンドＷｅｂサービスを無償で利用す

　ることができます。契約者は、本契約終了後はデマンドＷｅｂサービスの利用すること

　はできません。

２　デマンドＷｅｂサービスの詳細な内容及び操作方法については、別途当協会が定め

　るデマンドＷｅｂサービス操作説明書に定めるとおりとします。

ＥＣＯねっとシステム利用規約


